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令和５年度 厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 
総括研究報告書 

 
職域におけるレセプトを用いたがん検診精度管理指標の計測システムの開発と 

実装に関する研究 
 

研究代表者 祖父江友孝 大阪大学大学院医学系研究科・教授 
 
研究要旨 
本研究班は、レセプト情報を活用した精検受診状況の判定ロジックの妥当性を検討し、その
結果把握された精検未受診者に対して受診勧奨することで、精検受診率の改善状況を検討
することを目的とした。また、保険者の保有するレセプト情報を活用することで可能となっ
たがん検診の精度管理指標（感度、特異度、がん有病割合）の計測をさらに多くの保険者で
も適用することも進めた。 
（１）精検受診判定ロジック開発・修正、および、２）精検受診判定ロジックの妥当性研究
については、茨城県 Y 市において、自治体把握情報のがん検診精密検査受診状況とレセプ
トにより判定されたがん検診精密検受診状況の一致度を計算したところ、一致度は 90.2%
から 97.5%と概ね良好であった。石川県Ｘ市では一致率が Y 市に比べて低かったが、国保
加入状況が変化したためと考えられた。（３）精検未受診者受診勧奨については、レセプト
で把握した精検未受診者にターゲットを絞った精検受診勧奨は実施可能であったが、これ
による精検受診率上昇効果は 10%未満に限られた。（４）保険者における感度・特異度・が
ん有病割合・精検受診率の測定拡大と実装化の検討については、感度・特異度が高い検診施
設で医療費が低い傾向が認められた。（５）その他、子宮頸がん判定ロジックの再検討、お
よび、国民生活調査を用いた保険種別がん検診受診率集計を行った。 
レセプトとがん検診判定結果と組み合わせた精検受診状況判定ロジックの開発・修正を実
施し、地域保健事業報告上の市町村が把握した精検受診状況と比較したところ、市町村が把
握した精検受診状況と同等かそれを上回る正確さがあると判断された。一方、「がんあり」
症例については、レセプト判断による精検受診状況が過大となるため、レセプトによるがん
発見率は過大推定になる点には注意を要する。 
 
Ａ．研究目的 
厚労科研費「職域がん検診における精度管
理指標の測定・基準値設定と新指標測定法
の開発・実用化に関する研究」班（令和元年
～3年度）において、レセプト情報を用いて
がん新規診断例を把握する判定ロジックを

開発した。さらに、この判定ロジックの妥当
性を、①全国がん登録の頻度比較、②院内が
ん登録および地域がん登録との照合による
個別判断比較を行い、概ね良好な成績を得
た。この判定ロジックを用いてレセプトよ
りがん新規診断例を把握し、がん検診の感
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度・特異度・がん有病割合を測定した。協会
けんぽや健保組合など職域保険者の協力の
もと、5 大がん検診の感度・特異度を実測し
た。今後この判定ロジックを用いて保険者
においてがん検診の感度・特異度・がん有病
割合を実測し、職域がん検診の精度管理を
進めることが期待される。また、市町村にお
いても国保レセプトを用いて同手法にて、
地域がん検診の精度管理を進めることが可
能となる。  
一方、職域では、がん検診精検結果を企業側
が把握することが個人情報管理上好ましく
ないとの懸念もあり、精検受診状況が把握
されていない場合が多い。精検を保険診療
でカバーしている場合、医療機関に問い合
わせをすることなく、精検受診状況をレセ
プトで判定することが可能である。  
本研究班は、保険者の保有するレセプト情
報を活用することで可能となったがん検診
の精度管理指標（感度、特異度、がん有病割
合）の計測を、さらに多くの保険者でも適用
するとともに、レセプト情報を活用した精
検受診状況の判定ロジックの妥当性を検討
する。さらに、その結果把握された精検未受
診者に対して受診勧奨することで、精検受
診率の改善状況を検討する。 
 
Ｂ．研究方法 
本年度は、（１）精検受診判定ロジック開発・
修正、（２）精検受診判定ロジックの妥当性
研究、（３）精検未受診者受診勧奨、（４）保
険者における感度・特異度・がん有病割合・
精検受診率の測定拡大と実装化の検討、（５）
その他（子宮頸がん判定ロジックの再検討、
国民生活調査を用いた保険種別がん検診受
診率）、について、担当ごとに研究を進めた。

年 2回班会議を行い、進捗を確認した。 
（倫理面への配慮）個人単位のデータを扱
う場合、「人を対象とする生命科学・医学系
研究に関する倫理指針」に従って研究計画
書を作成し、各施設の倫理審査を受けて実
施した。 
 
Ｃ．研究結果 
（１）精検受診判定ロジック開発・修正、お
よび、（２）精検受診判定ロジックの妥当性
研究 
１）石川県 X 市国保加入者における検討 
X 市における 2012～2021 年度がん検診結
果からスクリーニング陽性者を抽出し、国
保レセプトと個別照合した。これら陽性者
のレセプトを用いて、がん検診受診から 1
年以内のがん精密検査受診を推定し、検診
による精検受診と仮定した。なお、がん精密
検査受診の推定には、厚労科研研究「がん検
診の精度管理における指標の確立に関する
研究」（21EA1009）において開発した推定
ロジックを用いた。次に、医療機関から提出
された精検結果報告書や X 市による電話等
での精検受診の確認結果を「X 市把握」、本
研究で推定した結果を「レセプト把握」とし
て、それぞれの精検受診あり・なし推定結果
を用いて一致状況を検討した。 
5 がん検診のスクリーニング陽性者延べ数
は、胃がん 956 人、肺がん 432 人、大腸が
ん 1,499人、乳がん 908 人、子宮頸がん 129
人であった。精検受診について、「X 市把握」
と「レセプト把握」の一致率は、81.2%、
78.9%、69.9%、54.9%、46.5%であった。
不一致の理由として、「Ｘ市あり」「レセプト
なし」については、がん検診受診後に加入保
険種別が変更となった場合が多かった。 
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２）茨城県 Y市国保加入者における検討。 
Y 市におけるがん検診受診情報（2015～
2018 年度）と国保レセプト情報（2015～
2019年度）を用いた。がん検診精密検査受
診は、がん検診受診者のレセプト情報（医
科・DPC）において、がん検診受診後 1 年
以内に精密検査と判断される傷病名、診療
行為が記載された状態とした。がん罹患判
定は、対象がんの関連傷病名（疑いは除く）
と関連診療行為の組み合わせによる小川ら
の方法を用いた（JCO Glob Oncol. 2023 
Jan:9:e2200222.）。自治体把握情報のがん検
診精密検査受診状況とレセプトにより判定
されたがん検診精密検査受診状況を表１の
通り、クロス集計し、一致度、精検受診率を
算出した。 
レセプトにより精密検査受診ありと判定さ
れた者について、検診受診から精密検査受
診までの間隔を算出し、期間別の精検受診
者数・割合を集計した。一致度、精検受診率、
期間別精検受診者数・割合について、レセプ
トによるがん罹患判定の有無により比較し
た。 
その結果、5 大がん検診について、一致度は
90.2%から 97.5%と概ね良好であったが、
がん罹患判定なしに比べて、判定ありの者
ではレセプト判定による精密検査受診が市
把握よりも多くなりやすいことが確認され
た。これは、がん検診での要精検に対する精
密検査受診と症状出現などのがん検診以外
の要因による精密検査受診をレセプト判定
では区別できず、精密検査受診を多く検出
してしまっている可能性があると解釈する
こともできる。 
 
（３）精検未受診者受診勧奨  

１）協会けんぽ大阪支部 2021 年度および
2022年度分析 
【2021 年度分析】協会けんぽ大阪支部が提
供した大腸がん検診において、2021 年 10
月から 2023 年 1 月の 4 カ月間に要精密検
査の判定を受けた 14,436人のうち、検診受
診から 3 カ月以内に大腸内視鏡検査を受け
た 5,363 人を除いた 9,073 人を介入対象者
と推定した。介入対象者に対して受診勧奨
文書を郵送したところ、精密検査受診者は
介入後に 1,301 人 増加し、分析対象期間全
体で 5,829 人 と推定され、精密検査受診率
は介入前の 31.4％から介入後は 40.4％へと
9.0ポイント上昇した。一方で、対照群にお
ける精検受診率は、32.9％から 36.5％への
3.6ポイントの上昇にとどまっており、勧奨
文書により精検受診率の向上が見られたこ
とが明らかになった。 
【2022 年度分析】協会けんぽ大阪支部が提
供した大腸がん検診において、2022 年 11
月に要精密検査の判定を受けた4,170人と、
2022 年 12 月に要精密検査の判定を受けた
3,268 人を分析対象とした。分析対象者につ
いて、受診勧奨後の精検受診有無を把握し
たところ、2022 年 11 月検診では 259 人、
2022 年 12 月検診では 120 人が勧奨通知発
送後に精検を受診したことが確認できた。
これにより、受診勧奨前後の精検受診率を
比較したところ、2022 年 11 月検診では
41.7％から 47.9％へと 6.2 ポイント、2022
年 12月検診では 39.5％から 43.2％へと 3.7
ポイント上昇した。 
２）健保組合分析 
分析対象の健保組合 8 組合において、精検
受診の状況を 2 回把握し、その間に受診勧
奨を試行した。なお、一部の健保組合でのみ
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受診勧奨を実施し、残りの健保組合では受
診勧奨は行わず、精検受診の把握を 2 回行
うことで、将来の受診勧奨の効果測定が可
能かどうかを検証した。胃がん X 線検査、
大腸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、子
宮頸がん検診について、受診者数は、2,371
人、12,121 人、10,717人、3,408 人、3,061
人、陽性者（要精検者）数は、139 人、202
人、530 人、272 人、119 人、精検受診率（1
回目、2 回目）は、（13.7、20.1%）、（21.8、
26.7%）、（38.9、50.9%）、（50.7、58.5%）、
（40.3、51.3%）となり、受診勧奨および自
然増の効果により、１回目受診より２回目
受診の方が増加することが確認できた。 
 
（４）保険者における感度・特異度・がん有
病割合・精検受診率の測定拡大と実装化の
検討 
本年度は、保険者がん検診精度管理システ
ムを 1）健保組合にて社会実装する手順と、
既に 2）導入した健保においていかなる利用
法があるかについて基礎的な検討を行った。
1）保険者がん検診精度管理システムを健保
組合に導入する過程においてのヒアリング
調査を実施したところ、①そもそもがん検
診結果を収集するモチベーションの課題、
②施設間による判定結果が煩雑で医療者の
いない健保では取り扱いが困難、③健診 ID
と被保険者、被扶養者の保険者記号番号の
名寄せの課題があった。①の課題において
は、がん検診の実施について補助は出して
いるものの、精検勧奨等の精度管理は健保
の事業ではないという理解であることが理
由であった。さらに結果を収集している健
保組合でも②要精検の有無には健診機関毎
に所見での振り分けが必要であることから、

医療者との連携が必要であること。③につ
いては、健保加入内でのグループ企業間の
移動があれば記号番号が変わることで追跡
にマスターを利用し、ユニーク IDを作成し
なければならない煩雑性、などが阻害要因
であった。2）前年度に引き続き、感度・特
異度を算出できた精度の施設間差にて医療
費や受診日数に影響があるかどうかについ
て予備的に検討した。感度・特異度が高い検
診施設では、医療費あるいは日数が低い傾
向が認められた。 
 
（５）その他 
１）子宮頸がん判定ロジックの再検討 
がん精密検査受診判定のうち子宮頸がんに
ついて、その判定ロジックの修正を試みた。
子宮頸がんについては、判定結果が多様で
あり、また子宮頸がん検診の運用が刷新さ
れる可能性もあることから、今後更なる検
討が必要であることが明らかになった。 
 
２）国民生活調査を用いた保険種別がん検
診受診率集計 
2004 年から 2016 年における、3 年ごとに
調査される国民生活基礎調査の世帯票、健
康票を用いて、20～69 歳を対象として、加
入保険別によるがん検診受診に関する分析
を実施した。全解析対象者 34万 2490 人で
あった。国民生活基礎調査によるがん検診
受診率の状況は、胃がん検診、肺がん検診、
大腸がん検診見ても、市町村におけるがん
検診の占める割合がかなり限られていた。
勤務先の健保組合等々、職域のがん検診の
ほうが、大きな人数を占めていた。 
 
Ｄ．考察 
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精検受診状況をレセプトで判断するロジッ
クとして、精検相当検査の診療行為コード
を専門家の討議により同定し、スクリーニ
ング判定陽性者（要精検者）の中で、スクリ
ーニング受診日から一定期間内に精検相当
検査の診療行為コードがレセプトで確認で
きた例を精検受診者と判断した。肺がんに
ついては、診療行為コードが臓器特異的で
ないため、傷病名を利用して判断した。 
市町村が行うがん検診対象者のうち国保加
入者に限ることで、国保レセプトにより精
検受診状況の判断が可能となる。また、市町
村のがん検診精度管理の一環として、医療
機関への確認等を通じて精検受診状況を把
握し、地域保健事業報告に報告することが
厚労省予防指針として求められているため、
この市町村判断による精検受診状況とレセ
プト判断による精検受診状況とを比較する
ことでレセプト判断の妥当性を検討できる
と考えた。しかし、実際に両者を比較してみ
ると、市町村が把握できていない精検受診
があると考えられ、市町村判断が必ずしも
正しいいうわけではないと考えられたため、
感度・特異度による評価ではなく、一致率に
よる評価と、不一致の理由の把握により、レ
セプト判断の妥当性を検討することとした。 
その結果、Y 市においては、一致率が 90.2%
から 97.5%と良好な成績で合った。ただし、
スクリーニング陽性かつレセプトにより
「がんあり」とされた症例は、ほぼ例外なく
精検相当検査を受診すると考えられるが、
その中には、検診発見がんだけでなく、症状
等により精検相当検査を受けた例が一定数
存在すると考えられ、レセプト判断による
精検受診状況が過大に判断される可能性が
ある。現に、「がんあり」とされた例では、

概ねすべてのがん検診においても精検受診
率が 100%となっている。 
X 市においては、一致率が Y 市に比べて低
かった。これは、レセプト判断（―）市町村
判断（＋）となる例については国保加入状況
が変化したために、レセプトデータが国保
では確認できなかったためと考えられた。
レセプト判断を適用する際には、保険加入
状況に変化がない例に限って適用すること
が必須である。 
レセプトを利用して、スクリーニング検査
の感度・特異度を推定し、感度が高い施設と
低い施設において医療費を比較したところ、
感度・特異度が高い検診施設では、医療費が
低い傾向が認められた。今後、規模を拡大し
て確認すべき重要な知見であり、注意深く
進める必要がある。 
レセプトで精検受診状況を判断した上で、
精検未受診者にターゲットを絞って、受診
勧奨をすることが、実施可能であった。ただ
し、レセプトデータの固定に２－３か月を
要するため、この間に精検を受診した要精
検者については、間違って受診勧奨通知が
送付されることになる。電話での問い合わ
せの中に、「既に精検を受診しました」との
連絡が一定数あったことから、この受け皿
となる webサイトを用意することが考えら
れる。 
今回のターゲットを絞った精検受診勧奨に
よる精検受診率上昇効果は 10%未満に限ら
れた。これは、郵送による督促という勧奨方
法の限界かもしれない。市町村保健師等に
よる精検受診勧奨方法のノウハウを参考に、
より効果的な勧奨方法の導入が必要と考え
られる。 
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Ｅ．結論 
レセプトとがん検診判定結果と組み合わせ
た精検受診状況判定ロジックの開発・修正
を実施し、地域保健事業報告上の市町村が
把握した精検受診状況と比較したところ、
市町村が把握した精検受診状況と同等かそ
れを上回る正確さがあると判断された。一
方、「がんあり」症例については、レセプト
判断による精検受診状況が過大となるため、
レセプトによるがん発見率は過大推定にな
る点には注意を要する。 
 
Ｇ．研究発表 
1.  論文発表  
1) Ogawa T et al. Novel Algorithm for the 

Estimation of Cancer Incidence Using 
Claims Data in Japan: A Feasibility Study. 
JCO Global Oncology. 2023 :9, e2200222 
(https://doi.org/10.1200/GO.22.0022
2). 

2) 立道昌幸.「職域におけるがん検診の精
度管理に関する課題と解決のための提
言」日本消化器検診学会雑誌 in press. 

 

2.  学会発表  

1) 小川俊夫．保険者を中心とした職域が
ん検診の精度管理．第 96 回日本産業
衛生学会シンポジウム 5「今こそ産業
保健に求められる職域のがん対策」
（2023 年 5 月 10 日、栃木県宇都宮市・
ライトキューブ宇都宮） 

2) 小川俊夫．レセプトデータを用いたが
ん検診精度管理．第 61 回日本癌治療
学会教育シンポジウム「ビッグデータ
とがん医療」（2023 年 10 月 20 日、神
奈川県横浜市・パシフィコ横浜） 

3) 立道昌幸.第62回日本消化器がん検診
学会総会. 教育講演１「職域における

がん検診の精度管理と事業評価の考え
方について」 

4) 小松雅代、査凌、北村哲久、祖父江友
孝.第 30 回日本がん予防学会総会, 国
民生活基礎調査を用いた日本における
がん検診受診への関連因子,2023. 

5) Masayo Komatsu, Zha Ling, Tetsuhisa 

Kitamura, Tomotaka Sobue. IACR2023, 

FACTORS ASSOCIATED  WITH 

CANCER SCREENING UPTAKE IN 

JAPAN USING THE COMPREHENSIVE 

SURVEY OF LIVING CONDISONS,  

6)  
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含
む。） 
1. 特許取得  
1) 小川俊夫．指標算出装置、指標算出方

法、およびプログラム（特願 2022-

083546）、2022年 5月 23日提出． 

 
2. 実用新案登録 なし 
 
3. その他 
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厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 
 

研究課題 
「職域がん検診における精度管理指標の測定・基準値設定と新指標測定法の開発・実用化に関する

研究」 
 

分担研究課題名 
「レセプト情報を用いたがん検診の感度・特異度の試算：石川県 X 市での取り組み」 

 
研究分担者 

小川 俊夫 摂南大学農学部食品栄養学科公衆衛生学教室 教授  
 

 

A. 研究目的 

 レセプトを用いたがん検診の精度管理を実

施するためには、レセプトとがん検診を突合

し、新規がん患者の推定と検診陽性者の精検

受診の確認が必要である。レセプトを用いた

がん患者の推定手法は先行研究で確立したが、

レセプトとがん検診を用いた精検受診の把握

については、ロジックの確認と妥当性の検討

が必要である。 
 本研究は、昨年度に引き続き、石川県内の国

保（本報告では X 国保と呼ぶ）の協力を得て、

レセプト情報を用いて検診陽性者の精密検査

レセプトの抽出を行い、その結果を精査する

ことで、精検受診の推定方法の妥当性につい

て検討した。 
 

B. 研究方法 

 石川県内 X 国保加入者の 2012〜2021 年度

のがん検診陽性者を抽出した。これら陽性者

のレセプトを用いて、がん検診受診から 1 年

以内のがん精密検査受診を推定し、検診によ

る精検受診と仮定した。なお、がん精密検査受

診の推定には、厚労科研研究「がん検診の精度

管理における指標の確立に関する研究」

（21EA1009）において開発した推定ロジック

を用いた。次に、医療機関から提出された精検

結果報告書や X 市による電話等での精検受診

の確認結果を「X 国保把握」、本研究で推定し

た結果を「レセプト把握」として、それぞれの

精検受診あり・なし推定結果を用いて、一致度

を試算することでレセプトによる精検受診把

握の妥当性について検討した。なお、がん検診

陽性者の把握には X 市で提供されているがん

検診受診者のうち、がん検診受診時に 74 歳以

下の X 国保加入者に限定した。 
 これらの分析対象者のうち、X 国保で把握

できたものの、レセプトでは把握できなかっ

た症例について、昨年度は大腸がん検診を用

いてその要因について検討した。今年度は、乳

がんと子宮頸がんについて分析を実施した。

本研究の分析には、SPSS ver.29 を用いた。 
  
（倫理面への配慮） 
  人を対象とする医学系研究に関する倫理指

要旨 
 がん検診精度管理指標をレセプトを用いて算出する手法について、過年度研究で開発したレセ

プトを用いた新規がん患者の推定手法を応用して、レセプトとがん検診判定結果と組み合わせる

手法を開発し、感度・特異度を含む指標の算出が可能であることを確認した。具体的には、過年

度研究において、レセプトとがん検診判定結果を用いたがん検診精度管理指標の試算ロジックを

構築し、感度・特異度を含むプロセス指標を試算したほか、検診機関別の感度・特異度について

も試算した。当該分担研究では、市町村国保で試行したがん検診精度管理の結果を活用し、レセ

プトとがん検診判定結果と組み合わせた精検受診者の推定ロジックの精緻化を試みたほか、精検

受診者の推定にかかる課題について整理した。 
 本研究により、保険者が保有するレセプトとがん検診判定結果を用いることで、ある程度の精

度で精検受診者の推定が可能であることを確認したが、がん種により精度の差が見られたことか

ら、さらなる精度向上と実用化に向けた課題も明らかになった。今後、本手法の精緻化を実施し

たうえで、これらの課題の解決に向けた検討を行うことで、保険者におけるレセプトを用いたが

ん検診精度管理の実用化が可能である。 
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針を遵守し、解析対象者の特定が不可能であ

るデータおよび集計結果のみを用いた。 
 
C. 結果 

 X国保加入者の 2012〜2021年度のがん検診

陽性者で最も多かったのは肺がん検診で

26,499 人（延べ）、ついで大腸がん、胃がん、

乳がん、子宮頸がんの順であった。がん精密検

査の受診有無については、がん検診種別を問

わず、ほとんどの症例で X 国保把握とレセプ

ト把握の両方で同じ結果、すなわち「X 国保

把握あり」でかつ「レセプト把握あり」、ある

いは「X 国保把握なし」でかつ「レセプト把握

なし」が得られた。なお、両方が合致した割合

（図表１の「一致率」）が最も高かったのは胃

がん精検で 81.2%、最も低かったのが子宮頸

がん精検の 46.5％であった。 
 昨年度は、レセプトでは判定できなかった

症例のうち、X 国保では把握できた症例（図

表１の黄色部分）において、症例数が最も多か

った大腸がん精検 283 例のうち、15 例につい

てレセプトに記載された診療行為を精査し、

「精密検査なし」6 例、「レセプトなし」5 例、

「短手３（内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術

２ｃｍ未満）実施」4 例の３つに区分できるこ

とを明らかにした。 

 このうち、「精密検査なし」の全症例につい

ては、X 国保で精検ありと確認された年月に

医療機関を受診してレセプトはあるものの、

精検抽出用のコードに合致する診療行為は記

載されていなかったものであり、「レセプトな

し」については、確認した症例すべて、検診受

診時の年齢が74歳であったことが明らかにな

り、本手法の限界と考えられた。一方で、「短

手３（内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術２ｃ

ｍ未満）実施」症例については、該当する診療

行為を精密検査抽出用コード一覧に加える必

要があることが明らかになったことから、抽

出ロジックを修正した。 
 本年度は、昨年度の成果を踏まえ、精検の感

度が低い乳がんと子宮頸がんについて、昨年

度と同様の検討を実施した。 
 
（１）乳がんでの検討 
 乳がん精検において、国保では判定できた

もののレセプトでは判定できなかった症例は

214 例推定されているが、そのうち 50 例につ

いて該当する患者のレセプトを抽出して検証

を実施した。 
 検証対象の 50 例中 49 例は、レセプトが該

当年月に存在しない「レセプトなし」症例であ

った。また、ほとんどの症例で該当年月だけで

はなく、その前後数カ月から数年間のレセプ

  

 
 

図表１ がん検診陽性者の精密検査受診の X 国保把握とレセプト把握の比較 
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トの所在が確認できず、いくつかの症例では、

検診受診後に資格喪失が確認できたことから、

おそらく他の保険制度への移管によるデータ

の追跡ができなかった症例が大半と推察され

た。大腸がん精検でも同様の「レセプトなし」

症例が認められたが、大腸がん精検ではほぼ

全てが検診受診時の年齢が 74 歳であり、年齢

による資格喪失がその原因と考えられたが、

乳がん精検での「レセプトなし」症例では、大

腸がん精検とは異なり、対象者がより若い女

性であることから、結婚や出産、転職などとい

った原因が想定された。 
 また、検証対象の 50 例中 1 例については乳

がん精検を受療していたがシステムとして判

定できなかったことが明らかになった。これ

は、個人を特定するためのユニーク ID として、

本分析では「KDB 個人番号」を用いたが、加

入者によっては KDB 個人番号が複数付与さ

れていたため、今回の検証ではそのうち最初

に付与されたものを利用したためと判明した。

今後、国保データを用いた本システムの導入

にあたっては、複数の KDB 個人番号での追跡

を可能するようロジックの改良が必要である

ことが示唆された。 
 
（２）子宮頸がんでの検討 
 子宮頸がん精検においては、国保では 
判定できたもののレセプトでは判定できなか

った症例として23例を抽出して検証を実施し

た。 
 その結果、23 例中 21 例は、乳がん精検と同

様に、レセプトが該当年月に存在しない「レセ

プトなし」症例であった。また、その状況は乳

がん精検と同様で、ほとんどの症例で該当年

月だけではなく、その前後数カ月から数年間

のレセプトの所在が確認できず、いくつかの

症例では、検診受診後に資格喪失が確認でき

たことから、乳がん検診と同様に、おそらく他

の保険制度への移管によるデータの追跡がで

きなかった症例が大半と推察された。 
 23 例中 2 例については、大腸がん精検と同

様に、X 国保で精検ありと確認された年月に

医療機関を受診してレセプトはあるものの、

精検抽出用のコードに合致する診療行為は記

載されていなかった「精密検査なし」症例と推

計された。すなわち、子宮頸がん精検において

も、医療機関の受療歴はあるものの、本手法で

用いた精密検査の診断を受けなかった症例が

存在することが示唆された。 
 

D. 考察および結論 

 本研究では、昨年度に引き続きレセプトを

用いた精検受診の有無を推定するロジックの

妥当性について検討した。昨年度と今年度の

X 国保における検討結果により、精検受診の

推定はある程度の精度で実施可能であること

が推察された。一方で、がん種により精度が異

なることも明らかになった。これらの結果よ

り、本ロジックを用いた国保における精検受

診者の特定には、以下のいくつかの課題があ

ることが明らかになった。 
 
1) 昨年度研究における大腸がん精検の検証

により、精検受診レセプト抽出用コードへ

の追加が必要なコードが明らかになった。

今年度研究における乳がん、子宮頸がんに

ついてはそのような症例はなく、抽出ロジ

ックとしての精度が確認できた。 
2) X 国保において、本ロジックを用いてがん

精検受診と確認できなかった症例のうち、

「レセプトなし」症例については、大腸が

ん精検では、がん検診受診時で 74 歳であ

ったため、がん検診受診後に後期高齢者医

療制度に移管したため、レセプトを用いた

追跡が不可能である症例がほとんどであ

った。また、本年度研究で検証した乳がん、

子宮頸がん精検では、がん検診受診時は国

保加入者であったものの、その後に何らか

の理由で保険制度が変更となった受診者

であることが推測された。本研究の手法で

は、検診受診から精検受診、さらには治療

開始となったがん患者については、同一の

保険制度であることが必須であり、がん検

診後の精度変更には対応できない症例が

存在することが明らかになった。この課題

の解決には、制度の枠組みを超えたがん検

診受診者のフォローアップが必要であり、

今後法改正などを視野にいれた検討が必

要と考えられる。 
3) 精検受診の把握において、医療機関からの

報告により受診と把握できていたとして

も、レセプトの検証でがん検診の精密検査

の受療歴がない症例が大腸がん精検と子

宮頸がん精検で見られることが明らかに

なった。これは、医師の判断で実際の検査

を行なっていないものの、精密検査受診と

同等と判断したことなどが考えられ、より

詳細に精査すべきであると思われる。なお、

このような事例の存在が明らかになった

ことから、医療機関による精密検査受療歴

の報告についても、一定数このような事例

があることを考慮する必要があると考え
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られる。 
4) 本ロジックは個人を特定するユニーク ID

を用いて実施するが、本研究で国保加入者

のユニーク ID として用いた「KDB 個人番

号」では、同一人物に複数の ID が付与さ

れているという課題が明らかになった。今

後、「KDB 個人番号」と加入年月日などを

組み合わせたユニーク ID が必要になると

考えられ、今後の課題である。 
 
 本年度研究では、昨年度研究に引き続き、国

保におけるレセプトを用いた精検受診者の推

定手法の妥当性について検討を実施した。先

行研究で妥当性が確認されたレセプトを用い

たがん患者推定手法と同様に、レセプトを用

いた精検受診者の推定も高い精度で実施可能

であることが推察されたが、更なる精緻化と

実用化に向けた課題も明らかになった。 
 今後、本研究の手法の実用化により、様々な

保険者においてがん検診の実態把握と精度管

理が簡便にできるようになると期待される。

また、本手法で得られた結果は、保険者による

活用のみならず、今後のわが国のがん政策立

案に資する貴重な資料になりうると考えられ

る。 
 
E. 健康危険情報 

なし 

 

F. 研究発表  

1. 論文発表  

Ogawa T et al. Novel Algorithm for the Estimation 
of Cancer Incidence Using Claims Data in Japan: 
A Feasibility Study. JCO Global Oncology. 2023 :9, 
e2200222 (https://doi.org/10.1200/GO.22.00222). 
 
2. 学会発表  

小川俊夫．保険者を中心とした職域がん検診

の精度管理．第 96 回日本産業衛生学会シンポ

ジウム 5「今こそ産業保健に求められる職域の

がん対策」（2023 年 5 月 10 日、栃木県宇都宮

市・ライトキューブ宇都宮） 
小川俊夫．レセプトデータを用いたがん検診

精度管理．第 61 回日本癌治療学会教育シンポ

ジウム「ビッグデータとがん医療」（2023 年 10
月 20 日、神奈川県横浜市・パシフィコ横浜） 
 
G. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

1. 特許取得 

小川俊夫．指標算出装置、指標算出方法、およ

びプログラム（特願 2022-083546）、2022 年 5
月 23 日提出． 
 

2. 実用新案登録 

 なし 

3. その他 

   なし 
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「職域におけるレセプトを用いたがん検診精度管理指標の計測システムの開発と実装に関

する研究（22EA1003）」 
 

分担研究名 レセプト判定による精密検査受診状況の検討：国保 
 

研究分担者 村木 功 大阪大学大学院医学研究科公衆衛生学 准教授 
 
研究要旨 

本研究では、がん検診要精検者における精密検査受診のレセプト情報による判定により、理論

上生じうるがん罹患者での過大評価について検討した。結果、がん罹患ありとレセプトにて判定

された者では、レセプト情報によるがん検診精密検査受診を過剰に検出する可能性がある。一

方、検診受診から精密検査受診までの期間に大きな差がないことから、症状出現などの検診受診

以外の要因による過大評価と断定することはできない。がん罹患判定者数が少ないことで検討が

十分ではないことから、がん検診精度管理におけるレセプト情報活用法の実装の課題整理のため

には、より大規模な検討が必要である。 
 
A. 研究目的 

厚生労働科学研究「職域がん検診における精

度管理指標の測定・基準値設定と新指標測定法

の開発・実用化に関する研究（研究代表者：祖

父江友孝）」（令和元年度～令和 3 年度）にお

いて、レセプトデータを用いることでがん罹患

を比較的高い精度で同定でき、がん検診の感

度・特異度による精度管理が行える可能性を報

告した。しかし、がん検診によるがん対策とし

て、受診率向上、検診精度管理のみでは不十分

であり、がん検診要精検者の受療行動のモニタ

リングも必要である。 
レセプトデータを用いる場合に、がん検診要

精検者に対する精密検査とがん症状出現による

精密検査を区別できない問題が想定される。そ

こで、令和 5 年度は、レセプトデータを用い

て、がん判定の有無別に精検受診率の比較およ

び精検受診後期間について検討した。 
 
B．研究方法 

対象地域は茨城県 Y 市とした。 
がん検診受診情報：2015～2018 年度 
レセプト情報  ：2015～2019 年度 

 
対象市においてがん検診で要精密検査の判定

であった者で、同市国民健康保険にがん検診受

診後 1 年以上継続的に加入している者を対象と

した。 
がん検診精密検査受診は、がん検診受診者の

レセプト情報（医科・DPC）において、がん検

診受診後 1 年以内に精密検査と判断される傷病

名、診療行為が記載された状態とした。がん診

療の時系列を考えて、がん精密検査の中心とな

る診療行為の１つが認められた場合に「がん精

密検査受診あり」とする判定法を用いた。肺が

ん、乳がんでは精密検査に相当する診療行為に

部位特異性がないものが含まれるため、精密検

査に相当する診療行為の有無と関連傷病名の有

無の組み合わせが同一レセプト上に発生した場

合に「がん精密検査受診あり」と判定した。 
がん罹患判定は、対象がんの関連傷病名（疑

いは除く）と関連診療行為の組み合わせによる

小川らの方法を用いた（JCO Glob Oncol. 
2023 Jan:9:e2200222.）。 

自治体把握情報のがん検診精密検査受診状況

とレセプトにより判定されたがん検診精密検査
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受診状況を表１の通り、クロス集計し、一致

度、精検受診率を算出した。レセプトにより精

密検査受診ありと判定された者について、検診

受診から精密検査受診までの間隔を算出し、期

間別の精検受診者数・割合を集計した。一致

度、精検受診率、期間別精検受診者数・割合に

ついて、レセプトによるがん罹患判定の有無に

より比較した。 
 
(倫理面への配慮) 

本研究は、「人を対象とする医学系研究に関

する倫理指針」に基づき、大阪大学、筑波大学

の倫理審査委員会の承認を得て実施している。 
 
C．研究結果（表２，３） 

胃がん検診では、要精検者 559 人中 1 年以

内のがん判定ありが 9 人であった。市把握情報

とレセプト判定による精検受診率の差は、がん

判定なしで 1.1%、がん判定ありで 0%であっ

た。がん検診から精検受診までの期間が 6 ヶ月

以降の割合は、がん判定なしで 1.7%、がん判

定ありで 0%であった。 
肺がん検診では、要精検者 463 人中 1 年以

内のがん判定ありが 16 人であった。市把握情

報とレセプト判定による精検受診率の差は、が

ん判定なしで－4.7%、がん判定ありで 6.3%で

あった。がん検診から精検受診までの期間が 6
ヶ月以降の割合は、がん判定なしで 2.2%、が

ん判定ありで 6.3%であった。 
大腸がん検診では、要精検者 1069 人中 1 年

以内のがん判定ありが 31 人であった。市把握

情報とレセプト判定による精検受診率の差は、

がん判定なしで 3.9%、がん判定ありで 9.7%で

あった。がん検診から精検受診までの期間が 6
ヶ月以降の割合は、がん判定なしで 4.0%、が

ん判定ありで 12.9%であった。 
乳がん検診では、要精検者 138 人中 1 年以

内のがん判定ありが 12 人であった。市把握情

報とレセプト判定による精検受診率の差は、が

ん判定なしで－1.6%、がん判定ありで 0%であ

った。がん検診から精検受診までの期間が 6 ヶ

月以降の割合は、がん判定なしで 2.5%、がん

判定ありで 0%であった。 
子宮頸がん検診では、要精検者 82 人中 1 年

以内のがん判定ありが 2 人であった。市把握情

報とレセプト判定による精検受診率の差は、が

ん判定なしで－10.0%、がん判定ありで 0%で

あった。がん検診から精検受診までの期間が 6
ヶ月以降の割合は、がん判定なしで 1.5%、が

ん判定ありで 50%であった。 
 
D．考察 

がん罹患判定なしに比べて、判定ありの者で

はレセプト判定による精密検査受診が市把握よ

りも多くなりやすいことが確認された。これ

は、がん検診での要精検に対する精密検査受診

と症状出現などのがん検診以外の要因による精

密検査受診をレセプト判定では区別できず、精

密検査受診を多く検出してしまっている可能性

があると解釈することもできる。 
一方、症状出現による精密検査受診が多い場

合、がん検診受診から期間が開いた時期での精

密検査受診が多く検出されることが予想され

る。しかし、がん検診受診後から精密検査受診

までの期間に注目すると、6 ヶ月以上経過して

から精密検査受診ありと判定される要精検者の

割合は、精検受診率の比較的低い大腸がんを除

き、がん判定の有無で大きな差は認められなか

った。このことから、レセプト判定による精密

検査受診の把握が症状出現による精密検査受診

を検出してしまうことで、精検受診率を過大評

価すると本検討から断定することはできない。

精検受診率の比較的低い大腸がんにおいて、検

診受診から精密検査受診までの期間が開いてい

る者が多い可能性があることから、精検受診率

の低い集団での検討によりレセプト判定による

精検受診率の過大評価への影響を明確にできる

可能性があり、さらなる検討が必要である。 
 

E．結論 
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レセプト情報を用いたがん検診精密検査受診

判定では、理論上、症状出現などのがん検診以

外の要因による精密検査受診を検出する可能性

がある。しかし、がん判定の有無により、がん

検診受診から精密検査受診までの期間には大き

な差がなく、断定するには至らなかった。より

大規模集団での検討が必要である。 
 

 
G．研究発表 
１．論文発表 

なし 
２．学会発表 

なし 
 
H．知的財産権の出願・登録状況(予定を含む) 
１．特許取得 
２．実用新案登録 
３．その他 
 
1~3 のいずれも該当なし 
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表１．がん検診精密検査受診状況のクロス表 
 自治体把握情報 

受診あり 受診なし 
レセプト 
判定 

受診 
あり 

①適切な 
精検実施 
・受診例 

②自治体 
未把握 
疑い例 

受診 
なし 

③不適切な 
精検実施 
疑い例 

④精検 
未受診例 

 
表２．がん判定の有無別のがん検診精密検査受診状況 
がん種 がん 

判定 N ① ② ③ ④ 一致率 精検受診率  
市把握 1 ﾚｾﾌﾟﾄ把握 2 差 3 

胃がん 計 559 477 10 4 68 97.5% 86.0% 87.1% 1.1% 
 なし 550 468 10 4 68 97.5% 85.8% 86.9% 1.1% 
 あり 9 9 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 
肺がん 計 463 383 13 33 34 90.1% 89.8% 85.5% -4.3% 
 なし 447 368 12 33 34 89.9% 89.7% 85.0% -4.7% 
 あり 16 15 1 0 0 93.8% 93.8% 100.0% 6.3% 
大腸がん 計 1069 791 63 19 196 92.3% 75.8% 79.9% 4.1% 
 なし 1038 765 59 18 196 92.6% 75.4% 79.4% 3.9% 
 あり 31 26 4 1 0 83.9% 87.1% 96.8% 9.7% 
乳がん 計 138 129 2 4 3 95.7% 96.4% 94.9% -1.4% 
 なし 126 117 2 4 3 95.2% 96.0% 94.4% -1.6% 
 あり 12 12 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 
子宮頸がん 計 82 68 0 8 6 90.2% 92.7% 82.9% -9.8% 
 なし 80 66 0 8 6 90.0% 92.5% 82.5% -10.0% 
 あり 2 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 

1 （①＋③）/N 
2 （①＋②）/N 
3 レセプト把握精検受診率－市把握精検受診率 
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厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 
 

研究課題 
「職域がん検診における精度管理指標の測定・基準値設定と新指標測定法の開発・実用化に関する

研究」 
 

分担研究課題名 
「複数の職域保険者における精検受診状況の判定と精検受診率の向上効果の検討」 

 
研究分担者 

小川 俊夫 摂南大学農学部食品栄養学科公衆衛生学教室 教授  
 

 

A. 研究目的 

 職域におけるがん検診の状況を把握するた

めには、レセプトを用いた新規がん患者の特

定とがん検診情報との突合が有効と考えられ

る。過年度研究において、レセプトを用いた新

規がん患者の特定手法について開発を行なっ

て論文化し、さらにこの手法を応用したがん

検診精度管理指標の算出を可能とするアルゴ

リズムを開発し、現在実用化に向けた検討を

実施している。 
 本研究は、全国健康保険協会（協会けんぽ）

及び健保組合の協力を得て、がん検診精度管

理指標算出ロジックを応用し、がん検診の精

検受診率の把握と精検受診率向上に向けた運

用を目的として実施した。 
 

B. 研究方法 

  
 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部及

び健保組合において、以下の 3 つの分析を実

施した。 
 
（１）協会けんぽ大阪支部 2021 年度分析 
 2021 年 10 月から 2022 年 1 月の 4 カ月間に

実施した大腸がん検診で、要精密検査と判定

された者を分析対象群として抽出した。分析

対象群のうち、検診受診月から 3 カ月以内の

大腸内視鏡検査の受診がない者を介入対象者

として推定した。介入対象者に対して、検診受

診からおよそ 8 カ月後に精密検査の受診勧奨

文書を郵送し、介入後の精密検査受診率を推

計した。さらに、2021 年 6 月から 9 月の検診

受診者を対照群として精密検査受診率を比較

要旨 
 職域におけるがん検診の状況を把握するためには、レセプトを用いた新規がん患者の特定とが

ん検診情報との突合が有効と考えられる。すなわち、がん検診判定結果とがん患者の特定が可能

であれば、がん検診精度管理指標の算出が可能と考えられる。本研究は、レセプト情報を用いた

がん検診精度管理指標の算出ロジックを活用し、がん検診の精検受診率の把握と向上を目的とし

て実施した。 
 過年度研究で、レセプトを用いた新規がん患者の特定手法を開発し、がん検診の判定結果と組

み合わせることで、がん検診の精度管理指標の算出手法の開発を実施した。具体的には、全国健

康保険協会（協会けんぽ）の協力により、がん検診精度管理指標の試算ロジックを構築した。今

年度は、協会けんぽ大阪支部において本ロジックを活用した精検受診の把握と受診勧奨、さらに

受診勧奨の効果測定を試みた。また、本研究の成果を用いて厚労省公募事業で開発した汎用化プ

ログラムを健保組合においても活用し、同様に精検受診の把握と受診勧奨、さらに受診勧奨の効

果測定を試みた。 
 当該分担研究により、保険者が保有するレセプトとがん検診の判定結果を用いることで、がん

検診精度管理指標の算出が可能であり、かつ精検受診の把握と勧奨、勧奨効果の測定が可能であ

ることが示唆された。がんの早期発見・早期治療の実現には迅速な精検受診が重要であることか

ら、職域で提供されているがん検診においても、本研究で開発したがん検診精度管理指標の算出

ロジックを活用することで、精検受診率の把握と向上に向けた取り組みを通じて、がんの早期発

見・早期治療を実現できると考えられる。 
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することで、介入の効果を考察した。 
 
（２）協会けんぽ大阪支部 2022 年度分析 
 2022 年 11 月から 2023 年 5 月の 7 カ月間に

実施した大腸がん検診において、要精密検査

と判定された者を分析対象群として抽出した。

検診受診月から 6 カ月後に利用可能なレセプ

トを用いて、分析対象群のうち精検未受診者

を特定し、精検未受診者に対して検診受診か

ら 7 カ月後に勧奨通知を発送し、検診受診か

ら14カ月以降に利用可能なレセプトを用いて、

改めて精検受診の有無を判定し、受診勧奨の

前後での精検受診率の違いを検証した。 
 
（３）健保組合分析 
 健保組合向けに構築したがん検診精度管理

指標算出システム（仮称）を用いて、厚労省・

高齢者医療運営円滑化等補助金・公募事業「健

保組合におけるがん検診精度管理指標算出の

実用化システムを活用した精密検査受診勧奨

介入事業」に参加した健保組合のうち、協力を

得られた 8 組合において、検診受診月ごとの

検診結果が陽性であったものを対象として、

精検受診の有無を、検診から 5 カ月後に利用

可能なレセプトを用いて精検未受診者を特定

した（1 回目分析）。特定した精検未受診者に

対して、検診精検受診勧奨に向けた対象者の

抽出と検診から 6 カ月後の勧奨の試行、さら

に検診から11カ月後の勧奨効果の推定を試み

た（2 回目分析）。 
  
（倫理面への配慮） 
  人を対象とする医学系研究に関する倫理指

針を遵守し、解析対象者の特定が不可能であ

るデータおよび集計結果のみを用いた。 
 
C. 結果 

（１）協会けんぽ大阪支部 2021 年度分析 
 協会けんぽ大阪支部が提供した大腸がん検

診において、2021 年 10 月から 2023 年 1 月の

4 カ月間に要精密検査の判定を受けた 14,436
人のうち、検診受診から 3 カ月以内に大腸内

視鏡検査を受けた 5,363人を除いた 9,073人を

介入対象者と推定した。 
 介入対象者に対して受診勧奨文書を郵送し

たところ、精密検査受診者は介入後に 1,301 人

増加し、分析対象期間全体で 5,829 人と推定さ

れ、精密検査受診率は介入前の 31.4％から介

入後は 40.4％へと 9.0 ポイント上昇した。一

方で、対照群における精検受診率は、32.9％か

ら 36.5％への 3.6 ポイントの上昇にとどまっ

  

 
 

図表１ 協会けんぽ大阪支部における 2021 年度精検受診勧奨 
 

 
 

図表２ 協会けんぽ大阪支部における 2022 年度精検受診勧奨 
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ており、勧奨文書により精検受診率の向上が

見られたことが明らかになった（図表１）。 
  
（２）協会けんぽ大阪支部 2022 年度分析 
 協会けんぽ大阪支部が提供した大腸がん検

診において、本報告書執筆時点で評価可能で

あった 2022 年 11 月に要精密検査の判定を受

けた 4,170 人と、2022 年 12 月に要精密検査の

判定を受けた 3,268 人を分析対象とした。 
 分析対象者について、受診勧奨後の精検受

診有無を把握したところ、2022 年 11 月検診で

は 259 人、2022 年 12 月検診では 120 人が勧

奨通知発送後に精検を受診したことが確認で

きた。これにより、受診勧奨前後の精検受診率

を比較したところ、2022 年 11 月検診では

41.7％から 47.9％へと 6.2 ポイント、2022 年

12 月検診では 39.5％から 43.2％へと 3.7 ポイ

ント上昇した（図表２）。 
 
（３）健保組合分析 

 分析対象の健保組合 8 組合において、精検

受診の状況を 2 回把握し、その間に受診勧奨

を試行した。なお、一部の健保組合でのみ受診

勧奨を実施し、残りの健保組合では受診勧奨

は行わず、精検受診の把握を2回行うことで、

将来の受診勧奨の効果測定が可能かどうかを

検証したため、2 回の分析の間隔による精検受

診者の自然増が多く含まれることに留意いた

だきたい。 
 本研究では、胃がん X 線検査、大腸がん検

診、肺がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診

について、実施した検診種別ごとの受診者数、

陽性者数、さらには 2 回の精検受診に関する

分析結果と精検受診率を算出した。なお、検診

種別ごとに実施した健保組合数は異なり、ま

た分析対象となるがん検診受診年月は健保組

合ごとに異なっており、さらに健保組合によ

っては、同一のがん検診に対して複数のがん

検診受診月での試行を行ったことから、この

結果表においては、累計延べ人数を示した。 
 

 
 

図表３ 健保組合における精検受診勧奨の取り組み 
 

 
 

図表４ 健保組合における精検受診勧奨の取り組み 
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 図表３に示したように、がん検診種別を問

わず、精検受診に関する 2 回の分析が、健保

組合向けに開発した分析システムを利用する

ことで可能であることを確認し、また介入及

び自然増の状況把握が可能であることを明ら

かにした。さらに、精検受診率は、がん検診種

別を問わず、受診勧奨および自然増の効果に

より、１回目受診より２回目受診の方が増加

することが確認できた。また、図表３では示し

ていないが、健保組合ごとの精検受診率にあ

る程度の差が見られたことから、がん検診陽

性者の属性や地域、また会社の環境などが精

検受診に影響を与えていることが示唆された

（図表３）。 
 
D. 考察および結論 

 本研究により、がん検診における精密検査

未受診者の把握が、保険者においてレセプト

を用いることで容易に可能であり、協会けん

ぽ向けに開発したがん検診精度管理指標の算

出ロジックと、本ロジックを応用し健保組合

向けに開発したがん検診精度管理指標算出シ

ステム（仮称）を用いることで、がん検診の精

密検査受診勧奨とその効果を測定することが

可能であることが明らかになった。 
 なお、本研究においては、検診受診月から 1
回目分析、介入、2 回目分析の時期については、

異なった時期での検証を実施した。具体的に

は、協会けんぽ 2021 年および 2022 年分析で

は、検診から 6 カ月後に 1 回目分析を実施し

たのに対して、健保組合分析では図表４に示

したように 5 カ月後に実施した。これは、検

診結果の受領には数カ月かかることと、精密

検査受診のためのレセプトの把握が、医療機

関受診月から少なくとも 2 か月後であること

から、さらに検診結果受領から精検受診まで

に数カ月はかかると予想されること、またで

きるだけ早期の精検受診を実現するためにも、

検診受診から 5 カ月後あるいは 6 カ月後の第

1 回目分析が適切と考えられるが、がん検診種

別によっても、このタイミングが異なること

も考えられるため、今後更なる検証が必要で

ある（図表４）。 
 また、受診勧奨のための第 1 回分析では受

領したレセプトを用いて実施するが、医療機

関受診からレセプト受領までに少なくとも 2
カ月のタイムラグがあるため、がん精密検査

の受診勧奨対象と推定された人の中には、受

診済みの人も含まれるのが現状である（図表

４）。この点はレセプトを用いる本手法では避

けることのできない課題であり、この点を加

味し通知文書への明記や、各保険者で問い合

わせ窓口の設置などの対策が必要である。 
 また、本研究で検証した 2 回の精検受診の

把握により、勧奨効果を推定できることも明

らかになった。一方で、この勧奨効果には自然

増も一定数含まれることが考えられるため、

真の勧奨効果ではなく自然増を含めた精検受

診状況と考えるべきである。いずれにせよ、保

険者が提供したがん検診の精度管理を行うう

えで、精検受診の有無の把握と受診勧奨は重

要であり、当該分担研究により、保険者が保有

するレセプトとがん検診の判定結果を用いる

ことで、がん検診精度管理指標の算出が可能

であり、かつ精検受診の把握と勧奨、勧奨効果

の測定が可能であることが示唆された。 
 がんの早期発見・早期治療の実現にはがん

検診の受診と、がん検診陽性者においては迅

速な精検受診が重要であることから、職域で

提供されているがん検診においても、本研究

で開発したがん検診精度管理指標の算出ロジ

ックを活用することで、精検受診率の把握と

向上に向けた取り組みを通じて、がんの早期

発見・早期治療に貢献できると考えられる。 
 今後、本研究の手法の実用化により、協会け

んぽの他支部や他の健保組合においても職域

がん検診の実態把握と精度管理が簡便にでき

るようになり、その結果は保険者による活用

のみならず、今後のわが国のがん政策立案に

資する貴重な資料となりうると考えられる。 
 
E. 健康危険情報 

なし 

 

F. 研究発表  

1. 論文発表  

Ogawa T et al. Novel Algorithm for the Estimation 
of Cancer Incidence Using Claims Data in Japan: 
A Feasibility Study. JCO Global Oncology. 2023 :9, 
e2200222 (https://doi.org/10.1200/GO.22.00222). 
 
2. 学会発表  

小川俊夫．保険者を中心とした職域がん検診

の精度管理．第 96 回日本産業衛生学会シンポ

ジウム 5「今こそ産業保健に求められる職域の

がん対策」（2023 年 5 月 10 日、栃木県宇都宮

市・ライトキューブ宇都宮） 
小川俊夫．レセプトデータを用いたがん検診

精度管理．第 61 回日本癌治療学会教育シンポ

ジウム「ビッグデータとがん医療」（2023 年 10

19

https://doi.org/10.1200/GO.22.00222


月 20 日、神奈川県横浜市・パシフィコ横浜） 
 
G. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

1. 特許取得 

小川俊夫．指標算出装置、指標算出方法、およ

びプログラム（特願 2022-083546）、2022 年 5
月 23 日提出． 
 

2. 実用新案登録 

 なし 

3. その他 

   なし 
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令和 5 年度 厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 

職域におけるレセプトを用いたがん検診精度管理指標の計測システムの 

開発と実装に関する研究 

分担研究報告書 

職域保険者に対する本研究班で開発した判定ロジックの適用によるがん患者特定と感

度・特異度の算出とその利用について 

研究分担者：立道昌幸 東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学 教授 

研究分担者：伊藤正人  パナソニック健保組合 産業保健センター長 

研究協力者：深井航太  東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学 講師 

研究協力者：古屋佑子  東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学 助教 

研究協力者：中澤祥子  東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学 助教 

研究要旨：本研究では、レセプトを用いて、がん罹患の特定、精査受診者を特定するプ

ログラム（仮称：保険者がん検診精度管理システム）を用いることによって、人的コス

トをかけずに健保組合にて感度、特異度を含むプロセス指標を算出し精度管理を行うこ

とで、職域でのがん検診の精度管理を社会実装することを目的としている。本年度は、

保険者がん検診精度管理システムを 1）健保組合にて社会実装する手順と、既に 2）導

入した健保においていかなる利用法があるかについて基礎的な検討を行った。1）保険

者がん検診精度管理システムを健保組合に導入する過程においてのヒアリング調査を

実施したところ、①そもそもがん検診結果を収集するモチベーションの課題、②施設間

による判定結果が煩雑で医療者のいない健保では取り扱いが困難、③健診 ID と被保険

者、被扶養者の保険者記号番号の名寄せの課題があった。①の課題においては、がん検

診の実施について補助は出しているものの、精検勧奨等の精度管理は健保の事業ではな

いという理解であったことが理由であった。さらに結果を収集している健保組合でも②

要精検の有無には健診機関毎に所見での振り分けが必要であることから、医療者との連

携が必要であること。③については、健保加入内でのグループ企業間の移動があれば記

号番号が変わることで追跡にマスターを利用し、ユニーク ID を作成しなければならな

い煩雑性、などが阻害要因であった。2）前年度に引き続き、感度・特異度を算出でき

た精度の施設間差にて医療費や受診日数に影響があるかどうかについて予備的に検討

した。感度・特異度が高い検診施設では、医療費あるいは日数が低い傾向が認められた。 

A. 研究目的

職域におけるがん検診に関するマニュア

ル」（厚労省、平成 30 年３月）が出され、

職域でのがん検診についてのプロセス指標

に基づく精度管理が求められている。

本研究班では、レセプトを用いたがん患

者の特定、精査受診者を特定するプログラ

ム（仮称：保険者がん検診精度管理システ

ム）を用いて健保組合が精度管理できるよ

うに社会実装することを目的としている。

本年度は、1）本システムを健保に導入する

にあたっての手順書を作成することを目的

に、ヒアリングを行い具体的な課題抽出を

行った。また、2)実際に保険者がん検診精

度管理システムを用いて感度・特異度を算

出した後の利用目的として、医療費に関す

る予備的な検討を行った。 

B. 研究方法

1）今回、けんぽ共同協議会主催のセミナー

にて、がん検診の精度管理に興味を示した

健保を対象に、実際のデータ抽出を行い、

保険者がん検診精度管理システム（SPSS バ

ージョン）を用いて精度管理指標を作成す
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る過程のための手順書を作成する目的で、

ヒアリングを行った。 

2）昨年度の研究にて、保険者がん検診精度

管理システムを用いると、施設毎の感度・

特異度が算出可能であることを報告した。

そこで今年度は、感度・特異度の高低にて、

がん医療費と関連があるかを予備的に検討

した。 

 
C. 結果 

1）保険者がん検診精度管理システムの社会

実装への手順書に関するヒアリング結果 

①がん検診結果の収集 

まずは、がん検診結果が電子ファイルと

して健保に収集されていることが必須であ

る。ヒアリングした 8 施設中 5 施設ではが

ん検診結果を入手していなかった。その理

由においては、そもそも事業として精検勧

奨する意思がないこと、がん検診の実施に

ついては補助を出しているものの、精検勧

奨等の精度管理は健保の事業ではないとい

う理解であったことが大きい。また、がん

検診結果を入手している 3 健保においても、

結果を入手していても精検受診勧奨には繋

げていなかった。その最大の課題は、各健

診施設、人間ドック施設で判定が異なり、

精検の有無については、所見により判断せ

ざるを得ない。最も簡単に精検の有無を判

断できるのが便潜血結果のため、まずは大

腸がん検診での精度管理指標作成を検討す

ることで先に進めながらシステムの導入を

図る必要があった。 

 

2）健診での ID とレセプト記号番号との名

寄せ 

各健保で、被保険者と被扶養者において、

健診の ID とレセプト記号番号が異なって

いることが通例である。 

健診と健保の記号番号を名寄せする場合

には、通例では名前、生年月日、性別と保

険者が持つマスターにて名寄せして健診デ

ータに記号番号を付与することになり、こ

のステップが最もエラーが生じる。特に、

健保加入の会社間異動によって記号番号が

変わる場合があり、その場合は、マスター

と照合してユニーク ID を作成する必要が

ある点が最も煩雑な作業であった。 

 

3）このステップまでできれば、保険者がん

検診精度管理システムでプロセス指標、感

度特異度が自動的に算出できる。 

 

追）各健診判定期間毎のがん検診結果に関

する精検判定へのロジックの作成 

各健診機関では、判定を個別の検査の所見

判定と総合判定で行っている。どの項目が

がん検診の判定であるかについては、所見

を参考にして、精検の有無を判断する必要

がある。このロジックのサポートが必要と

ともに、判定の統一化を行う必要がある。 

 

4）感度・特異度による施設別の医療費・受

診日数について 

昨年度、2014-2019 年度における保険者

がん検診精度管理システムを用いて、施設毎

の感度特異度を算出した。この利用方法に

ついての検討を行った。5 年間での感度が

低い施設においては、例数が多い傾向があ

った。感度 80％をカットオフとして、胃が

んと肺がんの医療費と受診日数を比較した。 

この 5 年間での総受診数は、胃がん検診

80％未満の施設 473,405名（10施設）で発

見された胃がんは 54名で発見率は 0.011％、

感度 80％以上では 47,795 名（7 施設）、胃

がん 20 名発見され、0.042％であり、約 4

倍の発見率であった。 

2014 年以降の全期間（2021 年まで）通じ

て、胃がん検診での検診施設感度 80％未満

と感度 80％以上施設で発見された胃がん

（n=58 vs n=22）の医療費と受診日数につ

いては、医療費の平均±標準偏差、｛中央

値｝、（4 分位範囲）は 160594±117442.7
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｛158146｝（13874）円vs.153787±864687.9

｛166347｝（110763）で t 検定ｐ＝0.775、

受診日数は、23.7±21.4｛16.0｝（15.0）

vs.18.6±10.6 {15.5}(10.5)で p=0.166 で

あり、有意差はないものの感度 80％以上で

の施設で発見された胃がんの医療費、受診

日数は少ない傾向にあった。 

 

図 1）胃がん検診における感度別の医療費

と受診日数の比較 

 

肺がんでは、感度 80％未満では 526,252

名（10 施設）で肺がんが 58 名（発見率

0.011％）、80％以上では 59,838 名（12 施

設）14 名発見され発見率は 0.025％であり、

発見率は約 2倍であった。 

 

 

図 2）肺がん検診における感度・特異度別

の医療費と受診日数の比較 

 

医療費分析については、上記感度 80％未

満と 80％以上の施設で発見された 2014 年

以降の全数の調査を行い、感度 80％未満で

発見された肺がん（N=58 vs.13）(1 名は、

医療費情報欠損)医療費の平均±標準偏差、

｛中央値｝、（標準偏差）、476031.1±561331

｛ 230101.5｝ (328370.8) vs.370574.2 ±

277550.8円｛261772.0｝（409723） p=0.329

であり、日数は、48.7±49.7｛26.0｝(57.5) 

vs.52.6 ±58.7｛37.0｝(62.5) P=0.827

であり、医療費については、感度 80％以上

で低い傾向にあったが、一方で受診日数は

感度が高い方が多い傾向であった。 

 

考察） 

1）レセプトを用いた精度管理に関する社会

実装について 

1 点目は、精度管理には、検診（健診）

機関からのがん検診結果の収集が必要であ

るが、健保組合については、まずがん検診

結果収集のモチベーションに繋げることに

相当なハードルがあった。精度管理が健保

の事業であるという認識・理解がないこと。

既に指摘されているように、検診機関毎の

がん検診判定が、精査必要なし・精査必要

の 2 値ではなく、人間ドック学会の判定、

各検診施設独自の判定など様々である点が

重要な課題であった。従って要精査判定の

中で、所見からがん検診の要精密検査を判

定するロジックを検診機関毎に作成する必

要がある。 

ただ、大腸がん検診における便潜血検査

については、陽性か陰性かだけであるので、

取り込み可能である。最も大腸がん検診の

要精検受診率が低いことから、大腸がん検

診だけでもその後の精度管理に結びつくシ

ステムを構築することから始めることで、

意識を高めることが肝要と思われた。 

現実的に検診機関の判定を統一すること

には、相当な労力と時間が必要で現実的で

はないことから、検診中間業者により検診

機関毎の所見からがん検診結果を 2 値で返

却できるサービスの展開などができない

か？検討する価値があると思われた。 

 2 点目は、検診結果とレセプトとの名寄

せ作業である。検診実施の主体が事業者か

保険者かの違いによるが、保険者の場合に

は、記号番号が使われる場合が多いので、
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そのまま名寄せが可能となる。事業者が主

体となる場合には、社員番号と記号番号の

名寄せが必要になるが、記号番号が検診受

診に使われない場合は、保険者が持つマス

ターから名前、生年月日、性別にて検診デ

ータにユニーク IDを付与し、記号番号との

名寄せをすることになる。この過程が、名

前で名寄せする場合、漢字、カタカナ、全

角、半角、名字と名前の間のスペースの有

無など複雑であること、基金からのレセプ

トでの年月日が、2020年まで和暦が利用さ

れている点で注意を要する。 

全体のがん検診受診者の人数次第では、

あえてプログラムとして突合をせずに、レ

セプトにて精査受診者、がん治療開始者の

特定ができるので、そのリストを作成する

ことによって、エクセルベースで精査受診

済みの情報が得られるため、そのような使

用方法もあると思われる。この点でのシス

テム化については既に一般プログラム化さ

れ、摂南大学の小川俊夫教授により実証研

究がされている。 

 

2）実装後のアクション：精度管理指標、感

度・特異度からの次のアクションについて 

レセプトを用いて、がん検診結果と突合

することにより、プロセス指標と感度・特

異度が容易に算出されることが示された

（昨年度報告）。 

この結果を具体的にどのように健保が利

用するのかについて検討した。今回の健保

は、被保険者が 10万人を超える健保である

ものの、単年度集計ではサンプルサイズが

小さく、分散が大きいと思われる。5 年程

度を集計して、数値が安定化する。そのた

め小規模健保の場合は、指標を評価に用い

ることは参考程度となると予想される。 

今回感度・特異度別の高低で、その後に

掛かるがん治療の医療費と日数差の検討を

試みた。その結果統計的な有意差は無かっ

たが、感度が高い施設では、医療費あるい

は受診日数が低い傾向が認められた。ただ

し、感度・特異度の低い施設は受診人数が

多い施設であった。これは、何らかのバイ

アスによるものかについては、別の健保等

からの施設にて評価が必要と思われた。 

 

まとめ）職域での望まれる検診像 

レセプトを用いて精度管理する、普及す

べき一つの望まれる検診像を提案した。 

 

（図３）一つの望まれる検診像 

 

D.結論 

レセプトを用いて精度管理指標を算出す

る手順について評価を行った。5 つのがん

検診全てについてプロセス指標を検診結果

とレセプトで行うには、判定の課題と、検

診結果における保険者の記号番号との名寄

せの問題が課題であることを示した。 

一方で、レセプトから、がん罹患、がん

検診精密検査受診者を抽出することは容易

であることから、規模の限られる健保では、

レセプトからの結果を用いて、エクセル等

で手動にて作業することにより、精密検査

勧奨するなどの使用法があると思われた。 

指標が出た後の活用については、規模の

大小により活用方法の差はあるが、年を蓄

積することにより施設の感度・特異度につ

いての情報が得られる。これらを用いて医

療費の効果を比較することも可能であるこ

とから、有用であると考えられる。ただし

検診数の多いところについて感度・特異度

が低いという点は、バイアスの可能性があ

るので今後、別の健保等の情報等で確認が
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必要であると思われた。 

 

E. 政策提言および実務活動 

本年度はない。 

 

F.研究発表（本研究に関わるもの） 

1. 学会発表 

第62回日本消化器がん検診学会総会 

教育講演１「職域におけるがん検診の精度

管理と事業評価の考え方について」 

 

2．総説論文 

「職域におけるがん検診の精度管理に関す

る課題と解決のための提言」日本消化器検

診学会雑誌 in press. 

 

G.知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得  

なし 

2. 実用新案登録  

なし 

3. その他  

なし 
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令和 5年度 厚生労働科学研究費補助金（がん政策推進総合研究事業） 
職域におけるレセプトを用いたがん検診精度管理指標の計測システムの開発と実装に関する研究 

（２２ＥＡ１００３） 

 

国民生活基礎調査による加入保険者別のがん検診受診状況 

 

研究分担者  小松雅代    大阪大学大学院医学系研究科 助教 

 

研究要旨  

 わが国のがん検診の受診率は、国民生活基礎調査を用いて算出している。2004 年から 2016 年に

おける、3 年ごとに調査される国民生活基礎調査の世帯票、健康票を用いて、20～69 歳を対象とし

て、加入保険別によるがん検診受診に関する分析を実施した。全解析対象者 34 万 2490 人であっ

た。国民生活基礎調査によるがん検診受診率の状況は、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診見

ても、市町村におけるがん検診の占める割合がかなり限られていた。勤務先の健保組合等々、職域

のがん検診のほうが、大きな人数を占めていた。特に被用者保険の本人の割合は大きく、職域がん

検診の精度管理が重要な課題である。また、がん検診受診先として「その他」が一定数存在し、受

診先が人間ドックと仮定すると、国保の市町村で人間ドックを受けている対象者が含まれ、市町村

のがん検診として地域保健事業報告にカウントされているか懸念される。また、子宮頸がん検診に

おいても同様に受診者数としてカウントされているかについても状況確認が必要である。 
職域のがん検診の占める割合が大きく、地域保健事業報告での精度管理は、がん検診全体を把握

するターゲットとしては小さく、特に精密検査の受診率の算出については検討する必要がある。 

Ａ．研究目的 

わが国のがん検診の受診率算出として使用

されている国民生活基礎調査の二次利用デー

タを用いて、加入保険別の特性を分析し、がん

検診の受診背景を明らかにすることを目的と

した。 
 

Ｂ．研究方法 
2004 年から 2016 年における、3 年ごとに

調査される国民生活基礎調査の世帯票、健康

票を用いて、20～69 歳を対象として、加入保

険別によるがん検診受診に関する分析を実施

した。加入保険別の胃がん検診、肺がん検診、

大腸がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診の

受診の有無と、がん検診の受診先の割合を集

計した。 
（倫理面への配慮） 
倫理面の問題は特にない。 

 
Ｃ．研究結果 
 全解析対象者 34 万 2490 人であった。対象

者の年齢区分は、2004 年から 2016 年にかけ

て 20 歳代は 16.9％から 12.4%、30 歳代は

20.2％から 17.8％と減少しており、20-30 歳

代は 37.1％から 30.2％に減少していた。40-
60 歳代は 62.9％から 69.8%に増加していた。

加入保険別では、国民健康保険市町村(国保)が
32.8％から 26.1％に減少している一方、被用

者保険本人(被保本人)は 42.7%から 51.1％に

増加していた。 
特定健康診断の受診率は、全体では 63.9％

から 71.3％に上昇しているが、国保は 49.8％
から 55.0％と全体を下回っており、被保本人

は 82.4％から 86.8％とが全体を上回っていた。 
男性では、胃がん検診受診率の全体は 27.6％
→46.2％、国保 21.2％→30.0％で 9 ポイント
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の上昇、被保険本人 32.2％→55.4％で 23 ポ

イントの上昇で、全体平均を引き上げていた。

肺がん検診は、全体 16.9％→50.7％、国保

13.5%→34.9％、被保険本人 19.3％→59.7％
で上昇している割合は他のがん検診と比べて

最も高値であった。大腸がん検診は、全体

21.7％→44.2％、国保 17.7％→30.8％、被保

険本人 24.6％→51.9％であった。 
女性は、胃がん検診受診率の全体は 23.6％

→35.3％、国保 22.7％→28.6％で 6 ポイント

の上昇、被保険本人 22.9％→47.4％で 25 ポ

イントの上昇で、男性と同様に全体平均を引

き上げていた。肺がん検診は、全体 14.3％→

41.6％、国保 13.9%→34.2％、被保険本人

15.5％→54.3％で 40 ポイントの上昇で、男性

と同様に他のがん検診と比べて最も高値であ

った。大腸がん検診は、全体 19.5％→37.9％、

国保 18.8％→32.5％、被保険本人 21.3％→

47.0％であった。子宮頸がん検診(1 年以内に

受診)は、全体 23.4％→33.5％、国保 20.0％→

23.7％、被保険本人 24.5％→38.4％であった。 
乳がん検診(1 年以内に受診)は、全体 24.1％→

36.4％、国保 20.0％→26.8％、被保険本人

30.0％→44.8％であった。子宮頸がん検診、乳

がん検診は、肺がん検診や大腸がん検診と比

べて受診率の伸びが緩やかで、特に国保にお

いてはいずれも 8 ポイント未満であった。 
 年代別では、50 歳代がいずれのがん検診も

2013 年から 2016 年にかけて受診率が減少も

しくは現状を推移していた。また、子宮頸がん

検診(1 年以内受診)は 20 歳代、30 歳代で 2013
年から 2016 年にかけて全体の受診率は微増

(20.7％→21.8％、37.9％→38.1％)だが、国保

においては減少(15.3％→13.7％、29.4％→

27.0％)していた。 
 2016 年の加入保険別のがん検診受診先は、

子宮頸がん検診を除くがん検診で被保険本人

が対象者数として最も多く、次いで国保、被保

険家族であった。子宮頸がん検診は、被保険本

人、被保険家族、国保の順であった。被保険本

人の受診先は、勤務先・健保組合の占める割合

が約 40％を占めた。しかし、被保険本人で子

宮頸がん検診(1 年以内受診)と乳がん検診(1
年受診)の市町村で受診する割合は 7.8％、

9.1％で、胃がん検診 2.4％、肺がん検診 2.1％、

大腸がん検診 3.8％と比較すると高い傾向を

示した。また、すべてのがん検診の受診先とし

て、「その他」と回答する割合が約 10％を占め

た。 
 

Ｄ．考察 

今回、2004 年から 2016 年の計 5 カ年分、

3 年毎調査の健康票から分析を実施した。加

入保険は、国保は 2004 年 32.8％から 2016 年

26.1％まで縮小、被用者保険は 42.7％→

51.1％で 10％増加しており、被保険本人の加

入割合が増えることで、がん検診の対象者が

増えていることになる。 
また、特定健診の受診割合は、2016 年女性

66.3％、男性 76.6％、全体では 2016 年 71.3％
で微増ではあるが、加入保険別の差は大きく、

被用者保険本人は平均を上回り、国保市町村

は低かった。これらから、受診率全体を上げて

いるのは被用者保険であると言える。がん検

診受診率も同様で、全体では増加傾向だが、加

入保険別による差が大きかった。女性の特徴

として、がん検診全般の受診率上昇傾向だが

低率で、他のがんと比べる伸びは緩やかであ

った。特定健診、胃がん、肺がん、大腸がん検

診は職場で、子宮頸がんと乳がんは市町村で

受診する人が一定数存在し、職域ですべての

がん検診体制が整備されたとは言い難い状況

だと考える。 
特定健診を受けた先とがん検診受診先が同

じである割合が高い結果を示した。例えば、男

性で健診を人間ドックで受診した人のがん検

診受診先は、その他と答える方が多かった。そ

のため、がん検診の受診先で「その他」に含ま

れる先は、人間ドックが含まれる可能性があ

る。また、がん検診の申し込みは市町村である
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が受診先は集団検診ではない個別受診のクリ

ニックや医療機関なども含まれるのではない

かと推察される。 
がん検診の法的位置づけを整理すると、市

町村実施の国民健康保険人間ドックや妊婦健

診の子宮頸がん検診は、がん検診指針に準じ

た精度管理に該当しないと計上してはならな

いとあるため、実際には受診者として計上し

ていない自治体が多い可能性がある。妊婦健

診における宮頸がん検診の結果把握、精度管

理は、現状調査も考慮し、今後検討が必要と考

える。 
 
Ｅ．結論 

がん検診の精度管理は、市町村における地域

保健事業報告を基本に算定され、国全体のが

ん対策の基本的数値とされている。しかし、実

際のがん検診の対象者は職域の占める割合が

最も多い。そのため、職域におけるがん検診の

精度管理が重要な課題であり、対策型検診で

ある市町村との連携を図りながら、がん検診

対策を推進することが求められ、研究班から

代替指標を提示することも検討が必要ではな

いかと考える。 
 
Ｆ．健康危険情報 

 なし 

 

G．研究発表 

１．論文発表 

なし 

２．学会発表 

1) 小松雅代、査凌、北村哲久、祖父江友孝.

第30回日本がん予防学会総会, 国民生活

基礎調査を用いた日本におけるがん検診

受診への関連因子,2023. 
2) Masayo Komatsu, Zha Ling, Tetsuhisa 

Kitamura, Tomotaka Sobue. IACR2023, 
FACTORS ASSOCIATED  WITH 
CANCER SCREENING UPTAKE IN 

JAPAN USING THE 
COMPREHENSIVE SURVEY OF 
LIVING CONDISONS,  

 
H．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

 なし 

 

２．実用新案登録 

 なし 

 

３．その他 

 なし 
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表 1  年別対象者の基本属性 男性 

 

 

表 2 年別対象者の基本属性 女性 

 
＊後期高齢者医療制度：６５歳から７４歳で、申請により広域連合が一定の障害（身体障害

者手帳 1級等）があると認めた方が対象 
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図 1 がん検診受診率 男性 

 

 

図 2 がん検診受診率 女性 
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図 3 がん検診受診率 女性 

 

 

 

図 4 加入保険別におけるがん検診受診状況と受検先 1（2016年） 
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図 4 加入保険別におけるがん検診受診状況と受検先 2（2016年） 

 

 

 

図 5 加入保険別におけるがん検診受診状況と受検先 3（2016年） 
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厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 
 

研究課題 
「職域がん検診における精度管理指標の測定・基準値設定と新指標測定法の開発・実用化に関する

研究」 
 

分担研究課題名 
「がん判定ロジックの修正（子宮頸がん）」 

 
研究分担者 

小川 俊夫 摂南大学農学部食品栄養学科公衆衛生学教室 教授  
 

 

A. 研究目的 

  職域におけるがん検診の状況を把握する

ためには、レセプトを用いた新規がん患者の

特定とがん検診情報との突合が有効と考えら

れる。過年度研究において、レセプトを用いた

新規がん患者の特定手法について開発を行な

って論文化し、さらにこの手法を応用したが

ん検診精度管理指標の算出を可能とするアル

ゴリズムを開発し、現在実用化に向けた検討

を実施している。 
 本研究は、レセプト情報を用いたがん検診

精度管理指標の算出ロジックのうち、子宮頸

がんのがん患者推定と精密検査受診の有無を

判定するロジックの修正を試み、より実用的

なロジックとすることを目的として実施した。 
 

B. 研究方法 

 子宮頸がんのがん患者推定と精密検査受診

の有無を判定するロジックについて、既存ロ

ジックを専門家と見直し、また子宮頸がん検

診の判定について、現状を取りまとめ、今後の

活用について検討を実施した。 
 
（１）レセプトを用いた子宮頸がん患者の推

定 
 レセプトを用いた子宮頸がん患者の推定は、

これまでは浸潤がん患者を対象としていた。

すなわち上皮内がんを含まない患者のみを対

象とし、ICD コードで C530、C531、C538、C539
のみを用いてロジックを作成した。一方で、今

回 CIN3 と浸潤がんのそれぞれの患者を対象

とした推定ロジックの開発を検討した。 
 
（２）レセプトを用いた子宮頸がん精密検査

受診者の推定 
 昨年度までのレセプトを用いた子宮頸がん

精密検査の抽出方法について、改めて抽出に

用いる診療行為コードについて検討を行い、

修正を行った。また、傷病名コードの併用につ

いても検討を行った。 
 
（３）子宮頸がん検診の判定結果を用いた精

密検査受診者推定の精緻化 
 本研究で検討しているロジックには、子宮

要旨 
 職域におけるがん検診の状況を把握するためには、レセプトを用いた新規がん患者の特定とが

ん検診情報との突合が有効と考えられる。すなわち、がん検診判定結果とがん患者の特定が可能

であれば、がん検診精度管理指標の算出が可能と考えられる。本研究は、レセプト情報を用いた

がん検診精度管理指標の算出ロジックを開発し、がん検診の感度・特異度の試算やその活用につ

いて検討することを目的として実施した。 
 過年度研究で、レセプトを用いた新規がん患者の特定手法を開発し、がん検診の判定結果と組

み合わせることで、がん検診の精度管理指標の算出が可能であることを明らかにした。具体的に

は、全国健康保険協会（協会けんぽ）の協力により、がん検診精度管理指標の試算ロジックを構

築し、昨年度報告書において、感度・特異度の試算結果を報告した。今年度は、がん精密検査受

診判定のうち子宮頸がんについて、その判定ロジックの修正を試みた。子宮頸がんについては、

判定結果が多様であり、また子宮頸がん検診の運用が刷新される可能性もあることから、今後更

なる検討が必要であることが明らかになった。 
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頸がん検診の判定結果が不可欠である。この

判定結果の取り扱いが難しいとのコメントが

健保組合から複数寄せられたことから、健保

組合が受領している子宮頸がん検診の判定結

果について、検診代行機関別の判定結果の比

較分析を実施した。また、今後子宮頸がんの精

密検査の判定にベセスダシステムでの判定結

果を用いることになると考えられることから、

現状の健保組合が受領している子宮頸がん判

定結果を分析し、ベセスダシステムを用いた

がん検診判定結果の活用可能性について検討

を実施した。 
  
（倫理面への配慮） 
  人を対象とする医学系研究に関する倫理指

針を遵守し、解析対象者の特定が不可能であ

るデータおよび集計結果のみを用いた。 
 
C. 結果 

（１）レセプトを用いた子宮頸がん患者の推

定 
 2022 年に発表した論文（Ogawa et al, 2023）
においては、子宮頸がん患者の抽出にあたり、

対象は浸潤がんのみとした。一方で、上皮内が

んを含む CIN3 患者に対しても子宮頸がん患

者として治療を実施するため、CIN3 患者につ

いても抽出が望まれている。そのため、浸潤が

んと CIN3 患者の両方に対応できる抽出手法

を検討した。 
 図表１に浸潤がん患者と CIN3 患者それぞ

れの抽出に用いる診療行為コードと傷病名コ

ードの一覧を示した。このように、一部のコー

ドは重複しているものの違いがあることから、

今後子宮頸がん患者の抽出ロジックには、こ

れら 2 種類の抽出に対応できるよう修正が必

要と考えられる。また、保険者としては、浸潤

がん患者と CIN3 患者を加えた包括的な子宮

頸がん患者の把握も必要と考えられることか

ら、2 種類の抽出結果を組み合わせも可能とす

べきと考えられる（図表１）。 
 なお、子宮頸がん患者の抽出にあたり、他の

がん種と同様に診療行為と傷病名を組み合わ

せる方向で検討しているが、傷病名だけでの

抽出の方が全国がん登録との整合性が高い可

能性があり、上記の 2 種類の抽出と合わせて

傷病名のみの抽出手法についても、改めて検

討したい。これらの点については、本年度には

結論が出なかったため、来年度も引き続き検

討を実施し、子宮頸がん患者の適切な抽出手

法の確立に向けて検討したいと考えている。 
 

  

 
 

 
 

図表 1 子宮頸がん患者抽出用コード一覧（診療行為・傷病名、浸潤・CIN3 別） 
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（２）レセプトを用いた子宮頸がん精密検査

受診者の推定 
 子宮頸がん精密検査の推定には、他のがん

検診と同様にコルコスコピーなど診療行為の

みを用いる方向で、以下の項目を精密検査抽

出用コードとして、これまで試験運用を実施

した。 
 160100810 子宮腟部組織採取 

 160095610 コルポスコピー 

 160185610 ＨＰＶ核酸検出 

 160189150 ＨＰＶジェノタイプ判定 

 160201450 ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ判定） 

 160098210 内視鏡下生検法 

 150216010 子宮頸管ポリープ切除術 

 
 本年度の抽出用コードの見直しにより、以

下を子宮頸がん精密検査の抽出用診療行為コ

ードとすることとした。 
 160100810 子宮腟部組織採取 

 160095610 コルポスコピー 

 160185610 ＨＰＶ核酸検出 

 160098210 内視鏡下生検法 

 
 この診療行為コードのうち、内視鏡下生検

法があるため、子宮頸部の内視鏡検査に限定

する必要があることから、傷病名との組み合

わせについて検討を実施している。今後、この

組み合わせ手法の妥当性について、検証を実

  

 
 

図表２ 子宮頸がん検診判定の違い（検診代行機関別） 
 

 
 

図表３ 子宮頸がん検診・ベセスダシステムと判定結果、運用案 
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施したい。

（３）子宮頸がん検診の判定結果を用いた精

密検査受診者推定の精緻化

 健保組合が受領している子宮頸がん検診の

判定結果について、協力健保組合へのヒアリ

ングを通じて、検診代行機関別の調査を実施

した。その結果、図表２に示したように、子宮

頸部の検診結果は、検診代行機関によって多

様であることが明らかになった。さらに、判定

基準についても、日母分類、ベセスダ分類、ベ

セスダシステム 2001 などが存在しており、ま

たエコーな内診所見なども提供されているこ

とから、本研究で構築したシステムに判定結

果として活用すべき項目については、更なる

検討が必要であることが明らかになった（図

表２）。

 また、子宮頸がん検診の実施とそれに伴う

精密検査の運用について、図表３に示したよ

うな運用方法が今後取られると考えられる。

この運用はベセスダシステム2001を用いて実

施されることが想定されているが、ベセスダ

システム2001での検診結果の報告が全ての検

診機関、検診代行機関で実施されているわけ

ではなく、日母分類やベセスダ分類を用いて

いるところも存在しており、ベセスダシステ

ム 2001 のみの判定結果を用いることで、一定

程度の検診受診者については、本システムを

用いた追跡ができなくなるのが現状と考えら

れる。したがって、子宮がん検診の判定にベセ

スダシステム2001を用いるかどうかについて

も、今後更なる検討が必要と考えられる（図表

３）。

なお、図表３に示したように、ベセスダシス

テム 2001 を用いた判定を適用する場合は、

NILM では精検不要、NILM 以外では精検が必

要となる予定であり、さらに NILM 以外の要

精検については、ASC-US 以外と ASC-US で

対応が異なり、結果に基づいた精密検査が実

施される予定である。そのため、新たな運用に

適応したシステムの開発が必要と考えられ、

この点についても今後の検討課題である。

D. 考察および結論

本研究により、子宮頸がん患者の抽出と精

密検査受診の把握について、精緻化を試みた。

子宮頸がん患者の抽出については、データを

用いた検証は本報告書執筆後に実施する予定

であり、その結果は来年度報告する予定であ

る。精密検査受診の把握については、検診の判

定結果の取り扱いについて検討が必要であり、

また新たな検診の運用の本システムへの適用

については、更なる検討が必要であることが

明らかになった。今後、子宮頸がん患者の特

定、精密検査受診の把握の精緻化を進め、レセ

プトを用いた子宮がん検診の精度管理を実現

したいと考えている。

 これらの検討により、レセプトを用いたが

ん検診が幅広く活用されることになり、その

結果は保険者による活用のみならず、今後の

わが国のがん政策立案に資する貴重な資料と

なりうると考えられる。

E. 健康危険情報

なし

F. 研究発表

1. 論文発表

Ogawa T et al. Novel Algorithm for the Estimation 
of Cancer Incidence Using Claims Data in Japan: 
A Feasibility Study. JCO Global Oncology. 2023 :9, 
e2200222 (https://doi.org/10.1200/GO.22.00222). 

2. 学会発表

小川俊夫．保険者を中心とした職域がん検診

の精度管理．第 96 回日本産業衛生学会シンポ

ジウム 5「今こそ産業保健に求められる職域の

がん対策」（2023 年 5 月 10 日、栃木県宇都宮

市・ライトキューブ宇都宮）

小川俊夫．レセプトデータを用いたがん検診

精度管理．第 61 回日本癌治療学会教育シンポ

ジウム「ビッグデータとがん医療」（2023 年 10
月 20 日、神奈川県横浜市・パシフィコ横浜） 

G. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

1. 特許取得

小川俊夫．指標算出装置、指標算出方法、およ

びプログラム（特願 2022-083546）、2022 年 5
月 23 日提出． 

2. 実用新案登録

なし

3. その他

なし
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                              機関名 国立大学法人大阪大学  

 
                      所属研究機関長 職 名 大学院医学系研究科長 
                                                                                      
                              氏 名  熊ノ郷 淳     
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  がん対策推進総合研究事業                            

２．研究課題名 職域におけるレセプトを用いたがん検診精度管理指標の計測システムの開発と実装に関する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 大学院医学系研究科・教授                    

    （氏名・フリガナ） 祖父江 友孝・ソブエ トモタカ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 大阪大学医学部附属病院 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



２０２４年 ３月２９日 
 
厚生労働大臣         殿 
                                                                                              
                   
                              機関名 摂南大学  

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 久保 康之      
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  がん対策推進総合研究事業                            

２．研究課題名 職域におけるレセプトを用いたがん検診精度管理指標の計測システムの開発と実装に関する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）     農学部 食品栄養学科・教授              

    （氏名・フリガナ）     小川 俊夫 （オガワ トシオ）                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 摂南大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



2024年  3月  29日 
 
厚生労働大臣         殿 
                                                                                              
                   
                              機関名  東海大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  松前 義昭        
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  がん対策推進総合研究事業                            

２．研究課題名 職域におけるレセプトを用いたがん検診精度管理指標の計測システムの開発と実装に関する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）医学部・教授                           

    （氏名・フリガナ）立道 昌幸（タテミチ マサユキ）                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 東海大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



2024年   3月   31日 
                                  
厚生労働大臣         殿 

                                         
                              機関名 パナソニック健康保険組合 

産業保健センター 
 

                      所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                              氏 名   伊藤 正人      

 
   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  がん対策推進総合研究事業                             

２．研究課題名  職域におけるレセプトを用いたがん検診精度管理指標の計測システムの開発と実装に関する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）   産業保健センター・所長                   

    （氏名・フリガナ）   伊藤 正人 （イトウ マサト）               

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 東海大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



2024年04月01日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
                         機関名 国立研究開発法人国立がん研究センター 

 
                  所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                             氏 名 中釜 斉                
 

   次の職員の（令和）５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。 

１．研究事業名  がん対策推進総合研究事業                             

２．研究課題名  職域におけるレセプトを用いたがん検診精度管理指標の計測システムの開発と実装に関

する研究                                       

３．研究者名  （所属部署・職名）がん対策研究所 検診研究部検診実施管理研究室・研究員        

    （氏名・フリガナ）高橋 宏和・タカハシ ヒロカズ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和6 年 2 月 2 日 
 

 
厚生労働大臣         殿 
                                                                                              
                   
                              機関名 国立大学法人大阪大学  

 
                      所属研究機関長 職 名 大学院医学系研究科長 
                                                                                      
                              氏 名  熊ノ郷 淳     
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  がん対策推進総合研究事業                            

２．研究課題名 職域におけるレセプトを用いたがん検診精度管理指標の計測システムの開発と実装に関する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 大学院医学系研究科・助教                    

    （氏名・フリガナ） 村木 功・ムラキ イサオ                     

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 大阪大学医学部附属病院 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 



令和6 年 2 月 2 日 
 
厚生労働大臣         殿 
                                                                                              
                   
                              機関名 国立大学法人大阪大学  

 
                      所属研究機関長 職 名 大学院医学系研究科長 
                                                                                      
                              氏 名  熊ノ郷 淳     
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  がん対策推進総合研究事業                            

２．研究課題名 職域におけるレセプトを用いたがん検診精度管理指標の計測システムの開発と実装に関する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 大学院医学系研究科・助教                    

    （氏名・フリガナ） 小松 雅代・コマツ マサヨ                     

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 大阪大学医学部附属病院 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 


